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「後発医薬品に関するアンケート」調査結果（概要版） 

                       

         平成２１年１０月  

栃木県後発医薬品安心使用促進協議会 

 

 

１ 調査の経緯 

国は、患者負担の軽減と医療保険財政の改善という観点から、後発医薬品の使用促進

を進めており、「経済財政改革の基本方針２００７」（平成１９年６月閣議決定）におい

て、「平成２４年度までに後発医薬品の数量シェアを３０％（現状から倍増）以上にする」

との目標を掲げ、同年１０月、「後発医薬品の安心使用促進アクションプログラム」を策

定し、国や製薬メーカー等関係者が行うべき取組みを示した。 

      当該アクションプログラムのなかで、国の取組みの一つとして、都道府県ごとに医療関

係者や都道府県担当者等で構成する協議会を発足し、後発医薬品の使用促進安定策の策定

や普及啓発を図ることが示された。 

  これを受けて本県では、平成２０年１２月に「栃木県後発医薬品安心使用促進協議会」

を発足し、平成２１年２月に第１回の協議会を開催した。 

   この第１回の協議会の中で、県内の状況を把握するためのアンケート調査を実施し、そ

の結果を踏まえて、課題の整理と対応策の検討を行うこととなった。 

 

 

２ 調査の概要 

 (1) 調査方法 

  「後発医薬品に関するアンケート調査」調査票（病院用）・（診療所・歯科診療所用）・

（薬局用）・（医薬品卸売販売業者用）及び県政モニター用アンケート「ジェネリック

医薬品（後発医薬品）について」による。（郵送方式） 

 

 (2) 調査対象（県内の全病院・診療所・薬局及び県政モニターにアンケートを発送） 

  ア 病院：１０９施設 

  イ 診療所・歯科診療所：２,２９９施設 

  ウ 薬局：７１８施設 

  エ 医薬品卸売販売業者：５業者  医療機関等計３，１３１ 

  オ 県民（県政モニター）：２２０名    

          合計  ３，３５１     
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(3) 調査期間 

   病院、診療所・歯科診療所：平成２１年３月１７日～４月１０日（回答期限） 

   薬局、医薬品卸売販売業者：平成２１年３月１７日～４月３０日（回答期限） 

   県民：県政モニター向けアンケート（平成２１年６月１日発送） 

 

   (4) 回答数    

病院 ８５施設（回答率：７８％） 

診療所・歯科診療所 １,５３８施設（回答率：６７％） 

薬局   ４４６施設（回答率：６２％） 

医薬品卸売販売業者     ５業者（回答率：１００％） 

医療機関等計 ２，０７４（回答率：６６％） 

県民（県政モニター）  １６９名  （回答率：７７％） 

計 ２，２４３（回答率：６７％） 

  

 

３ 調査結果の概要 

   

今回のアンケートでは、県内の全医療機関・薬局等の約６６％にあたる２，０７４施

設から回答があり、かなり多くの意見を反映させることができたと考えられる。 

  また、県民モニターの約７７％にあたる１６９名から回答があり、20 歳代から 70 歳代

の幅広い層からの意見を聞くことができた。 

 

【病院】 

 ○病院では、回答の９３％（７９施設）が後発薬を使用又は処方（一部使用含む）（以下

「使用等」という）しており、ほとんど使用なしは７％（６施設）であった。 

 ○後発医薬品を使用等する主な理由としては、患者負担の軽減、病院経営の改善、先発

品とあまり変わらないから、国が推進しているから、であった。 

 ○ほとんど使用等しない理由としては、品質に疑問がある、安定供給体制の不備、情報

提供の不備、患者への普及啓発不足があげられた。 

  ○採用後発医薬品は、品目数ベースで１３．３％であった。 

  ○後発医薬品の採用の際考慮する事項は、迅速かつ安定的供給、メーカーの品質に関す

る情報提供の程度、薬の価格などであり、また、今後必要と考える対応としては、情

報提供や安定供給体制の充実、十分な品質保証、患者への普及啓発が望まれた。 

  ○また、自由意見にもあるように、医療従事者（特に医師・薬剤師）への後発医薬品使

用のインセンティブ（動機付け）の検討、報酬上の考慮もあげられた。 
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【診療所】 

  ○診療所での後発医薬品の使用等は、回答の５７％（８６７施設）となっている。 

   うち医科診療所での使用等率は７６％、歯科診療所での使用率等は３０％であった。 

 ○後発医薬品を使用等する主な理由は、患者負担の軽減、先発品とあまり変わらない、

患者が希望するからであった。 

 ○また、ほとんど使用等しない理由では、品質に疑問、効果に疑問、情報提供の不備、

副作用への不安などがあげられた。 

 ○採用後発医薬品は、品目数ベースで１７．６％であった。 

 ○後発医薬品の採用の際考慮する事項は、品質に関する情報提供の程度、薬の価格、迅

速かつ安定的な供給、患者の使用感などであり、また、今後必要と考える対応として

は、十分な品質保証、情報提供や安定供給体制の充実、患者への普及啓発が望まれた。 

 ○また、様々な自由意見が寄せられた。後発医薬品に肯定的な意見もある一方、国やメ

ーカーへの要望も数多く寄せられた。国には後発医薬品の審査強化等について、メー

カーには後発医薬品の信頼性をより高めるための取組みを求めている。 

 

【薬局】 

 ○回答のあった薬局が平成 21 年 3 月に取扱った、後発医薬品への変更が可能な処方せん

のうち、先発医薬品を後発医薬品に 1 品目でも変更した処方せんの割合は、１１．４％

であった。 

また、平成 21 年 3 月に調剤した全医薬品に対する後発医薬品の割合（数量ベース）で

は、10%以上～30％未満の薬局が最も多く（176 施設(43.6%)）、次いで 30%以上～50％

未満（114 施設(28.2%)）であった。なお、後発医薬品の調剤割合が 50%以上の薬局は、

56 施設(13.9%)である。 

○後発医薬品への変更に係る患者への説明については、説明は 10%未満の患者にとどまる

薬局が最も多く（202 施設(46.1%)／ただし、後発医薬品の処方が多い・調剤が進んで

いるために説明頻度が少ない 30 施設を考慮すると、172 施設(39.3%)）、次いで 10%以上

～30%未満（77 施設(17.6%)）であった。 

○説明しても後発医薬品に変更を希望しない患者の理由では、思ったほど自己負担が下

がらないため、後発品に対する不安が上位を占めた。 

○後発医薬品の調剤に積極的に取組んでいる又は薬効により取組んでいる薬局は、全体

の４３％であるが、取組んでいる理由としては、患者の負担が軽減されるから、国が積

極的に推進しているから、患者が希望するからが上位を占めた。 

○また、後発医薬品の調剤にあまり取組んでいない理由としては、安定供給体制が不備、

近隣の医療機関が消極的、品質・効果に疑問があるが上位を占めた。 

○備蓄医薬品のうち後発医薬品の占める割合は、品目数ベースで１４．８％であった。 

○後発医薬品を採用する際考慮する事項では、迅速かつ安定的な供給、品質に関する情
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報開示の程度、薬の価格が上位を占めた。 

○後発医薬品について今後必要と考える対応では、十分な品質保証、情報提供や安定供

給体制の充実、患者への普及啓発が上位を占めた。 

○また、多くの自由意見が寄せられたが、経営面での要望、医師・医療機関の理解や相

互の連携強化を求める声が目立つ。 

 

【医薬品卸】 

   ○県内の医薬品卸５社における、平成20年度の医療用医薬品の取扱い金額は、1309億3269

万 2306 円で、そのうち後発医薬品の取扱い金額は、63 億 4638 万 7089 円で全体の 4.8％

であった。医薬品種別ごとの後発医薬品の取扱いの割合は、外用薬が 4.6％、注射薬が

4.9％、内服薬が 4.8％（いずれも金額ベース）であった。 

  ○後発医薬品の販売については、２社が積極的、２社が消極的、どちらでもないが１社で

あったが、どちらでもないとした会社からは、後発医薬品に関する資料、データベース

を公開し、医療機関の選択により注文に応じているとの回答があった。 

 

【県民】（県政モニター） 

 ○ジェネリック医薬品（後発医薬品）（以下「後発医薬品」）という言葉は、８９％の人

が知っており、また、後発医薬品を処方されたことがある人は２５％であった。 

 ○後発医薬品を知っている人のうち、処方を希望する人は４２％であり、希望しない人

は４％であった。希望する人の年代別では、20 代・30 代が多く、半数を超している。 

 ○後発医薬品の処方を希望する理由では、支払い金額が安くなるからが最も多い。 

 ○後発医薬品の処方を希望しない理由では、効果や安全性に不安がある、医師・薬剤師

が勧めないからなどがあげられた。 

○自由意見では、・後発医薬品について、医師や薬剤師からの十分な説明を求める意見、 

やさしくわかりやすい説明文や資料を求める意見、・医療費削減のため、後発医薬品の

使用を進めるべきとする立場と、薬効や安全性に不安が残るという立場の双方の意見、 

・医師の気分を損ねるのではと思い、ジェネリック医薬品の処方希望を言い出せない

とする意見などが多かった。  
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【課題等】 

  ○医療機関・薬局における後発医薬品にかかる課題は、・品質保証、・情報提供、・安定

供給が十分かつ適切に行われることと、患者への普及啓発に集約できると考えられる。 

  ○県政モニターを通して得られた患者側の立場としては、後発医薬品の処方を望まない

という意見は少ないが、専門家からの十分な説明や啓発資料等により、納得・安心し

て使いたいという希望を持っていることがわかった。 

 〔課題〕   

   （メーカー・卸） 

   →品質保証面 

・品質に係る医療関係者・患者の不安を払拭するため、メーカーによる市販後調

査等による十分な情報収集や品質向上のための取組み 

→情報提供面 

   ・メーカーのＭＲの充実強化及び、ＭＲ以外の多方面での十分な情報提供の推進 

  ・卸による情報提供体制整備の推進 

→安定供給面 

  ・メーカー・卸における安定かつ迅速な供給体制の整備 

  ・メーカーによる包装・販売単位等の検討 

  

（国・行政） 

     →品質保証面 

・国や行政機関等による調査・試験・指導等のさらなる実施 

   →啓発面 

  ・行政等による患者（県民）への啓発 

 

（医療機関） 

→啓発面 

   ・医師による患者に対する十分な情報提供や啓発 

→その他 

・医療機関と薬局における、後発医薬品に係る共通理解・情報共有化を図るため

の連携強化・体制整備 

 

（薬局） 

   →啓発面 

   ・薬剤師による患者に対する十分な情報提供や啓発 

  ・薬局における後発医薬品への変更にかかる取組みの推進 

→その他・医療機関と薬局における、後発医薬品に係る共通理解・情報共有化を

図るための連携強化・体制整備 

  ・薬局間での情報共有化・連携体制整備 

 

（患者） 

→啓発面 

・効果や安全性に係る不安の解消 

・医師や薬剤師からの情報提供 

・わかりやすい啓発資料等の提供      
 


